
令和８年度 夜間・休日のいじめ・ヤングケアラーに関する電話・メール・ＳＮＳ相談

対応業務仕様書 

生徒支援・教育相談センター 

 

この仕様書は、いじめ問題に悩む児童生徒及びその保護者等からの電話・メール・Ｓ

ＮＳによる相談並びにヤングケラーやその保護者等からの電話による相談に２４時間３

６５日対応するため、生徒支援・教育相談センターが委託する業務内容について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務名 

令和８年度夜間・休日のいじめ・ヤングケアラーに関する電話・メール・ＳＮＳ相

談対応業務（以下「委託業務」という。） 

 

２ 業務期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３  業務場所 

受託者が設置する電話相談室内。 

 

４ 委託業務の概要 

（１）電話及びメールによる相談対応 

児童生徒のいじめ問題及びヤングケアラーに関すること。ただし、相談内容

が委託業務の対象外である場合も、誠意ある態度をもって他の相談窓口となる

機関を紹介するなどして、丁寧に応じることとする。 

ア 相談対象 

鳥取県内に在住する児童生徒及びその保護者等。 

イ 相談方法 

（ア）生徒支援・教育相談センターから転送された電話及びメールに、エで定

める委託業務時間に対応する。 

 （イ）受託者は、転送された相談者からのいじめ問題並びにヤングケアラーに

関する相談に適切に応じること。その際、本仕様書及び生徒支援・教育

相談センターが示す「夜間・休日のいじめ・ヤングケアラー相談」運営

要領に従うとともに、関係法令を遵守し誠実に応じることとする。 

ウ 相談体制 

 （ア）受託管理責任者の配置 

     受託者は、委託業務を円滑に履行するため、電話相談業務等に関する豊

富な経験や知識を有する者を配置すること。 

  （イ）受託管理責任者の業務 

     受託管理責任者は、緊急事態や相談員の欠員について迅速に対応し、業

務の円滑な執行管理を行う。 

 （ウ）業務責任者の配置 

受託者は、委託業務を円滑に運営するため、電話相談室の責任者（以下

「業務責任者」という。）を１名以上配置すること。 



 （エ）業務責任者の業務 

業務責任者は、受託管理責任者の指示のもと、相談員を指揮し、生徒支

援・教育相談センターとの連絡調整を行う。 

    （オ）相談員の配置 

          受託者は、エで定める業務時間に相談員を常時２名以上配置するもの

し、原則としてそのうち１名は公認心理師、臨床心理士、学校心理士、

精神保健福祉士、社会福祉士のいずれかの資格を有する者とすること。 

（カ）業務責任者及び相談員名簿の提出 

 a 受託者は、業務責任者及び相談員を定め、業務責任者及び相談員名

簿（様式１）を生徒支援・教育相談センターに提出すること。 

b 受託者は、上記名簿の変更を行う必要が生じた場合は、事前にその

内容を生徒支援・教育相談センターに提出すること。 

（キ）相談員担当計画の提出 

毎月２５日（土・日、祝祭日の場合は、その直後の生徒支援・教育相談

センター開庁日）までに、翌月の相談員担当計画を相談員担当計画・実

績表（様式２）により、生徒支援・教育相談センターに提出すること。 

（ク）電話相談室の設備 

電話相談室は、電話相談業務等のための専用ブースを設置するなど、相

談者の秘密保持に十分配慮した構造であり、かつ相談員が相談を適切に

行えるよう労働条件に配慮した設備であること。 

また、こども相談ダイヤル記録票（様式３）などの個人情報を適切に管

理すること。 

 （ケ）相談員の研修等 

受託者は、相談員の教育、指導、訓練等の研修等を月１回以上実施する

こと。なお、研修計画については事前に書面において提出し、実施結果

を速やかに報告すること。 

また、相談実績等により、受託者が相談体制の維持のため特に必要と認

める場合は、受託者は相談員に対し必要な臨時研修等を実施すること。 

    （コ）実地の調査 

生徒支援・教育相談センターは、（ア）から（オ）、（ク）及び（ケ）

について調査する必要があると認めるときは、実地の調査を行い、又は

受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。 

エ 委託業務時間 

委託業務時間は、下表のとおりとする。 

種 類 委 託 時 間 

月～金曜日 午後５時～翌朝午前９時 

土曜日、日曜日、 

祝祭日、年末年始 

（12/29～1/3） 

午前９時～翌朝午前９時 

オ 報告 

受託者は、相談員が受けた全ての相談について、こども相談ダイヤル記録票

（様式３）に記載し、翌朝午前１０時までに電子メール等の方法で生徒支援・教



育相談センターに報告すること。報告に当たっては、個人情報保護のための処理

を行うこと。ファクシミリでの報告は原則不可とする。 

また、毎月５日（土・日、祝祭日の場合は、その直後の生徒支援・教育相談セ

ンター開庁日）までに、前月の業務に関し、こども相談ダイヤル報告書（様式４）

により生徒支援・教育相談センターに報告を行うとともに、前月の相談員の担当

実績について、相談員担当計画・実績表（様式２）により生徒支援・教育相談セ

ンターに報告を行うものとする。 

カ 相談案件への対応 

（ア）受託者は、緊急対応が必要ではないが、学校への指導や関係機関への情

報提供が必要と判断される相談を受けた場合は、生徒支援・教育相談セ

ンター翌開庁日の午前１０時までに、生徒支援・教育相談センター担当

者まで電話にて報告を行うこと。 

（イ）受託者は、緊急対応が必要と判断される相談を受けた場合は、直ちに生

徒支援・教育相談センター担当責任者（生徒支援・教育相談センター所

長）に連絡を行うこと。 

（２）ＳＮＳによる相談対応 

児童生徒のいじめ問題に関すること。ただし、相談内容が委託業務の対象外で

ある場合も、誠意ある態度をもって他の相談窓口となる機関を紹介するなどして、

丁寧に応じることとする。 

ア 相談対象 

鳥取県内に在住する児童生徒及びその保護者等。 

    イ 受付期間及び時間 

     ２で定める業務期間中毎日２４時間 

    ウ 対応時間 

     午後６時から午後１１時まで 

    エ 相談員の配置 

受託者は、ウで定める対応時間中に相談員を常時２名以上配置するものと

し、パソコンやＳＮＳを通常に扱うことができる技能を有する者で、次のいず

れかに該当する者とする。 

（ア）公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士のいずれかの資

格を有する者。 

（イ）教職又は児童福祉の職を経験し、かつ相談業務に１年以上の経験を有す

る者。 

（ウ）大学又は大学院において臨床心理学又は心理臨床に関する分野を主とし

て専攻し、修め、かつ、相談業務に１年以上の経験を有する者。 

オ 相談方法 

受託者は、ＬＩＮＥによる相談窓口を設置し、ウで定める対応時間に相談者

からのいじめ問題に関する相談に適切に応じること。その際、本仕様書及び生

徒支援・教育相談センターが示す「夜間・休日のいじめ・ヤングケアラー相談」

運営要領に従うとともに、関係法令を遵守し誠実に応じることとする。 

   カ 報告 

受託者は、相談員が受けた相談の全てを、こども相談ダイヤル記録票（様式

３）に記載し、翌朝午前１０時までに電子メール等の方法で生徒支援・教育相



談センターに報告すること。報告に当たっては、個人情報保護のための処理を

行うこと。ファクシミリでの報告は原則不可とする。 

また、受けた相談については、相談者数（可能であれば氏名）、ＳＮＳによ

りやりとりを行った回数及び相談の内容等を記録に残し、生徒支援・教育相談

センターの求めに応じて提供できるよう統計をとっておく。 

    キ 相談案件への対応 

（ア）受託者は、緊急対応が必要ではないが、学校への指導や関係機関への情

報提供が必要と判断される相談を受けた場合は、生徒支援・教育相談セ

ンター翌開庁日の午前１０時までに、生徒支援・教育相談センター担当

者まで電話にて報告を行うこと。 

（イ）受託者は、緊急対応が必要と判断される相談を受けた場合は、直ちに生

徒支援・教育相談センター担当責任者（生徒支援・教育相談センター所

長）に連絡を行うこと。 

ク ＬＩＮＥ相談窓口の広報 

    受託者は、ＬＩＮＥ相談窓口について、Ｗｅｂ広告、チラシ及びその他の広

報媒体を作成し、生徒支援・教育相談センターと連携してＬＩＮＥ相談窓口の

周知を行うこと。 

 

 

５ 業務完了報告書の提出 

委託業務が完了（委託業務の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、

令和９年４月９日までに業務完了報告書を提出する。 

 

６ 経費負担 

相談電話やメールなどに要する経費のほか、生徒支援・教育相談センターの指定する

電話から受託者の指定する電話番号への転送に係る通話料は、生徒支援・教育相談セン

ターが負担する。 

 

７ 緊急時における連絡体制の整備 

受託者は、緊急時における連絡体制について、契約締結後速やかに生徒支援・教育相

談センターと協議のうえ、整備すること。なお、連絡体制に変更が生じた場合も同様と

する。 

 

８ 個人情報の保護 

受託者は、委託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報

・死者情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 



別記 

 

個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第

57号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなければな

らない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該業

務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （目的外保有・利用の禁止） 

第３条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又

は利用してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、あら

かじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第５条 乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３

号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合には、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務

を前項の第三者（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなけれ

ばならない。 

（個人情報の引渡し） 

第６条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行う

ものとする。 

２ 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報

を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第７条 乙は、業務において利用する個人情報（業務を行うために甲から引き渡され、又は乙

が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。ただし、

あらかじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

（安全管理措置） 

第８条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、

当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の防止そ

の他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（研修実施時における報告） 

第８条の２ 乙は、その従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に当該従事者が遵守すべき事

項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、甲に報告しなければならない。 

２ 第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先に対し、前項の研

修を実施させ、同項の報告を受けなければならない。 



３ 前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならな

い。 

（事故発生時における報告） 

第９条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれが

あることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわら

ず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じ

て当該事故に関する情報を公表することができる。 

（個人情報の返還等） 

第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に

対し返還し、又は引き渡すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、

業務において利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。この場

合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じな

ければならない。 

３ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電

磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要

な措置を講じなければならない。 

４ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等

を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならな

い。 

（定期的報告） 

第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について甲が指定する方法で

報告しなければならない。 

２ 第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先から、前項の報告

を受けなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならな

い。 

（監査） 

第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を

検証し、又は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条にお

いて同じ。）に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な

指示をすることができる。 

（損害賠償） 

第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報

保護条例（令和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠っ

たことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償し

なければならない。 

２ 乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由によ

り、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより

第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲

の求償に応じなければならない。 

（契約解除） 

第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項



の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することがで

きるものとする。 

（死者情報の取扱い） 

第15条 乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規定

する死者情報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いについて

も、第２条から前条までと同様とする。 

 

（注） 甲は鳥取県、乙は受託者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１）

業務責任者及び相談員名簿  

１　業務責任者

1

2

3

２　相談員名簿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※「相談経験年数」については、他機関での相談経験も含めてください。

令和　　　年　　月　　日現在

№ 相談員氏名 年齢 性別
相談経験

年数
(年目)

備考（資格等）

相談経験
年数
(年目)

備考（資格等）№ 相談員氏名 年齢 性別



（様式２）

全国統一ダイヤル：０１２０－０－７８３１０（なやみ言おう）

こども相談ダイヤル（鳥取県）：０８５７－２８－８７１８（はないっぱい）

いじめ相談専用メール（鳥取県）：ijime@ｇ.torikyo.ed.jp

月 令和　　年　　月　　日現在

曜 相談員１ 相談員２ 備考 1  

１日 2

２日 3

３日 4

４日 5

５日 6

６日 7

７日 8

８日 9

９日 10

１０日 11

１１日 12

１２日 13

１３日 14

１４日 15

１５日 16

１６日 17

１７日 18

１８日 19

１９日 20

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

※土・日・祝日は黄色のセルにする

相談員シフト表 相談員リスト

相談員担当計画・実績表



（様式３） 

こども相談ダイヤル記録票 

受付年月日 

及び時間 
令和  年   月   日(  )       ～   

初回 

継続（   ）回目 

相談者氏名              （       学校   年） 男・女 

相談種別 

 

 

 

 

 

い   じ   め   問   題 

言葉での 

脅し 

冷やかし 

からかい 

持ちもの 

隠し 

仲間 

はずれ 

集団による

無視 
暴力 たかり 

お節介、親

切の押しつ

け 

        

ヤングケアラー 不登校 その他の問題 いたずら・不明 無  言 

     

相談の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号     －    － □ 非通知 □ 表示なし □ LINE 

 

対応の概要 

 

 

 

 

 

相談員氏名  
関係機関へ 

の連絡 

 連絡済  ・  未連絡 

連絡先(  ) 

 



（様式４）

月分 こども相談ダイヤル報告書 ※表内の数値入力部分以外は「保護」がかけてあります

相談電話回数  

   時間帯／　日      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 総計
 0:00～ 8:30 0

 8:30～17:30 0

17:30～ 0:00 0

 0:00～ 8:30 0

 8:30～17:30 0

17:30～ 0:00 0

 0:00～ 8:30 0

 8:30～17:30 0

17:30～ 0:00 0

 0:00～ 8:30 0

 8:30～17:30 0

17:30～ 0:00 0

 0:00～ 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 8:30～17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17:30～ 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いたずら電話回数（上記以外）
   時間帯／　日      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 総計
 0:00～ 8:30 0
 8:30～17:30 0
17:30～ 0:00 0

無言等電話回数（上記以外）  

   時間帯／　日      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 総計
 0:00～ 8:30 0
 8:30～17:30 0
17:30～ 0:00 0

いじめ 0

0

0

不登校 0

0

ヤング
ケアラー

0

いたずら

無言
コールのみ

合　計

その他

0


